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第四次千葉県地域福祉支援計画の策定について 
 

策定の趣旨等 

○ 第三次千葉県地域福祉支援計画は、社会福祉法第１０８条に規定された法定計画

であり、平成２７年度から令和２年度を計画期間として、平成２７年３月に策定

していたところです。 

 

○ その後平成３１年３月に中間見直しを行い、各種施策を推進してきましたが、

新たな計画策定については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により

延期していたところです。 

 

○ このたび、近年の地域福祉を取り巻く新たな動きや課題等に対応し、地域福祉

をより一層推進して地域共生社会の実現を目指すとともに、市町村を支援してい

くため、改定を行います。なお、計画期間は、令和５年度から令和８年度までの

４年間を予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１ 

【参考】都道府県地域福祉支援計画 

市町村地域福祉計画の達成に資するために、市町村の地域福祉の支援に関する事

項として次に掲げる事項を一体的に定める。（社会福祉法第１０８条より） 

① 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、

共通して取り組むべき事項、 

② 市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針に関する事項 

③ 社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項 

④ 福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福祉を目的とする事業の健全な発

達のための基盤整備に関する事項 

⑤ 市町村による地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の

整備への支援に関する事項 
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千葉県の人口及び年齢区分別の構成比の推移 
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第三次千葉県地域福祉支援計画について（中間見直し版の概要） 
第 1 章 計画の策定にあたって 

Ⅰ．計画の位置付け・計画期間 

・本計画では市町村地域福祉計画の達成に資するために、市町村の地域福祉の支援に関する

事項を一体的に定めるとともに、県における地域福祉推進の基本方針として、各分野にお

いて共通して取り組むべき事項を示したもの。 

・計画期間は 2015 年度から 2020 年度までの６年間。 ※ 2018 年度に中間見直し 

Ⅱ．計画の中間見直しの趣旨 

・社会福祉法改正において、誰もが役割を持ち、活躍できる「地域共生社会」の実現に向け

て、地域福祉推進の理念が明確化され、行政が地域福祉の推進のために必要な措置を講ず

ることが求められている。 

・この計画では、地域共生社会の実現を目指し、地域の様々な主体がお互いに協力して支え

合い、地域社会の課題解決に取り組む「地域福祉」を推進していく。 

（千人） 

第２章 現状と課題 

○ 現状 

・高齢化率は 2015 年の 25.5%から 2040 年に 35.0％に。 

・生産年齢人口の割合は、2015 年で 60.7％、2040 年では 54.6％。 

・「夫婦のみ」「単独世帯」の割合の増加。 

・老老介護、8050 問題、ダブルケアなど、世帯の中で複数の課題が発生。 

・福祉・介護分野の人材は不足。2025 年に県内で介護人材は約 28,000 人不足する見込み。 

・33 市町が地域福祉計画を策定済み。2020 年度までに 10 市町村が策定予定。 

○ 地域の課題 

・多様なニーズに対応できる質の高い福祉人材の確保と、地域における支え合いも必要。 

・生活困窮や虐待、ひきこもり、出所者への適切な対応など、問題が顕在化しにくい生活課題が多

様化。多機関の協働による包括的な相談支援体制の構築が必要。災害時の要配慮者支援も必要。 

・県は、それぞれの地域の実情を踏まえて市町村を支援する必要がある。 

第３章 理念 

「互いに支え合い安心して暮らせる地域社会」の構築を目指して 

○ 市町村と県の役割 

・市町村は、関係者の中で現状や課題を把握し、将来像を共有化しながら、地域福祉計画を策定する

とともに、包括的・総合的な総合相談支援機能を確保した体制を構築。 

・県は、市町村地域福祉計画の策定・見直しを支援するとともに、研修の実施や情報共有の場の設定

などにより、各分野の相談支援機能等の確保・充実の支援と、総合相談支援機能の普及を図る。 

また、医療機関の役割分担と連携の促進や、専門職の人材育成、福祉教育など、市町村の行政区域

を越える保健医療・福祉の課題の解決に向けて、市町村と連携して取り組む。 

第４章 推進体制 

地域福祉の担い手として期待される団体：自治会・町内会、 市町村社会福祉協議会・地区

社会福祉協議会等・県社会福祉協議会、 民生委員・児童委員、社会福祉法人・社会福祉施

設、 学校・生涯学習施設、 企業・協同組合・事業者、ＮＰＯ法人・ボランティア団体、 千

葉県共同募金会、広域・県域の福祉系組織 

 

≪私たちが目指す地域の姿≫ 

地域に暮らす「他人」が抱える課

題が、将来的には「自分」や「家族」

の課題となる可能性があり、暮らし

やすい地域をつくることは自分のた

めにもなると考えることで、当事者

の課題を「我が事」として捉えると

ともに自助の力を高め、地域社会づ

くりに参加することや、地域社会の

構成員や専門職が連携しながら課題

解決を図っていく環境を整え、互助

の力を高めていくことが重要。 



 

2 
 

千葉県地域福祉支援計画と関係する諸計画（相関図）

千葉県の基本計画
○千葉県総合計画
○千葉県行政改革計画・財政健全化計画

健康福祉部内 健康づくり・医療との
連携

健康ちば２１

保健医療計画

整合

連携

他部局の計画
○千葉県住生活基本計画 ○千葉県DV防止・被害者支援基本計画
○千葉県県民活動推進計画 ○千葉県青少年総合プラン 等

連携

国の制度、方針
○関係法令
○指針、制度

社会福祉協議会
等の計画

○地域福祉活動
計画

地域福祉支援計画

高齢者保健福
祉計画

障害者計画
子ども・子育て
支援事業支援

計画
（次世代育成支
援行動計画）

その他個別計画 ○福祉人材確保・定着推進方針
○福祉のまちづくり条例 ○子どもの貧困対策推進計画
○ホームレス自立支援計画 ○千葉県自殺対策推進計画 等

地域住民・
関係団体等

協働

市町村等の計画
○地域福祉計画
○その他個別計画

協働

協
働

連
携

連
携

連携

整合

 

第三次地域福祉支援計画中間見直し時点（平成 31 年 3 月） 



令和4年

9月

10月31日

11月

12月

令和5年

1月

2月

3月

※　千葉県地域福祉支援計画・推進協議会
  ・　千葉県地域福祉支援計画の策定及び進行管理をするため設置　

・　委員は１６人（市町村、福祉関係団体、医療・福祉関係者、学識経験者、公募委員等で構成）

第四次千葉県地域福祉支援計画の策定スケジュールについて

8月23日

○ 第１回地域福祉支援計画策定・推進協議会（※）

・ 委員長及び副委員長の選任

・ 今後のスケジュールを提示

・ 第３次計画の進捗状況を報告

・ 地域福祉の現状、課題について

・ 市町村アンケートの結果報告

計画（骨子案）の検討

計画決定

○ 第２回地域福祉支援計画策定・推進協議会

・計画（骨子案）の提示

○ 第４回地域福祉支援計画策定・推進協議会

・計画（最終案）の提示

●団体等に対するヒアリング

●市町村、社協等への意見照会

● 協議会委員への意見照会

● パブリックコメント

● 市町村、社協等への意見照会

○ 第３回地域福祉支援計画策定・推進協議会

・計画（素案）の提示

計画（素案）の検討


